


～水防月間とは～
昭和６１年の台風１０号による出水における小貝川、久慈川等においての懸命な水防活動が、洪水被害の軽減に
大きな効果をあげ、水防活動が極めて重要であることがあらためて認識されました。これを契機として、昭和６２年
度から毎年出水期前の５月(北海道は６月)を水防月間とし、水防の重要性を国民に周知すること等を目的として各
種の行事を実施しているものです。

平成３０年
５月１日(火)～５月31日(木)

平成２５年台風１８号 桂川（京都市久我地区）の出水状況

平成３０年５月から利根川上流河川事務所が管理する利根川、渡良瀬
川、思川、巴波川で、川の氾濫を事前にお知らせする「緊急速報メー
ル」が近隣にお住まいの皆様に自動で発信されます！！

ソフト対策／①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
⇒避難計画、情報伝達方法等の改善

■緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信

国土交通省では、洪水時に住民の主体的な避難を促進するため、緊急速報メールを活用した洪水情報※１のプッ
シュ型配信※２を開始しています。
平成30年5月より、対象河川を国が管理する洪水予報河川8水系37河川全てに拡大し、自治体や携帯事業者と
の調整が整った173市町村に配信します。
利根川上流域では、利根川、渡良瀬川、思川、巴波川が対象となります。

※１ 「洪水情報」とは、洪水予報指定河川の氾濫危険情報（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）の発表を契機として、住民の主体的な避難を促進する
ために配信する情報です。

※２ 「プッシュ型配信」とは、受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みです。

※今回のメール配信は、携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール」のサービスを活用し
て洪水情報を携帯電話ユーザへ周知するものであり、洪水時に住民の主体的な避難を促進
する仕組みとして国土交通省が実施するものです。

利根川上流域で対象となる河川・基準観測所 配信する情報

洪水情報が緊急速報メールで発信されます！
平成３０年５月から、国が管理する利根川、渡良瀬川、思川、巴波川で、川が氾濫する
可能性が高まった時に、その周辺にいる人に氾濫の危険をお知らせする情報が自動で発
信されるようになりました。

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

住民の皆様

携帯電話会社
（NTTﾄﾞｺﾓ、KDDI・沖縄ｾﾙﾗｰ、
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ含む））

国土交通省
緊急速報メールが来たらまずチェック！

河川管理者（国）
・気象庁
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パソコンから
http://www.river.go.jp/

スマートフォンから
http://www.river.go.jp/s/

【問合せ先】 ・国土交通省利根川上流河川事務所
防災対策課 0480-52-3956
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洪水情報 緊急速報
メール

川の防災情報に
アクセス



誌面についての率直な意見・感想をお聞かせください。

郵便・ＦＡＸ・ホームページ・メールにてお待ちしております。

利根川上流河川事務所

〒３４９－１１９８ 埼玉県久喜市栗橋北二丁目１９番１号

ＴＥＬ ０４８０－５２－３９５２ ＦＡＸ ０４８０－５２－３９６４

E-mail infotonejo@mlit.go.jp 

利根川に関する雨量・水位の情報はこちら

■利根川上流河川事務所ＨＰ

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo_index008.html

■携帯サイト
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/m/


